
最新値 目標値 達成度 評価
指標の

ウエイト

1 b 264,846 265,000 99.9% a 1.00

2 b 43,910 44,000 99.8% a 1.00

3 ‐ 65,630 65,600 100.0% a 1.00

4 ‐ 39,845 39,800 100.1% a 1.00

5 a 32,682 26,950 121.3% a 1.00

6 a 113.73 79.77 142.6% a 1.00

7 c 4,619 4,800 96.2% b 1.00

a ａ

２　市民生活実感評価　　*この評価は，毎年５月頃に実施している京都市市民生活実感調査のアンケート結果を基にしています。

そう思う
どちらとも
言えない

どちらかと言
うとそう思わ

ない

そう思わ
ない

有効回答
者数

評価

68 146 26 9

14.2% 30.4% 5.4% 1.9%

ｂ

5

共管局・部室

市民生活実感調査総合評価

設問

京都の卸売市場は，安全・安心な生鮮食品の提供に役
立っている。

‐

‐

‐

‐

25年度

26年度評価

前回値
指標名

‐

１　客観指標評価

概要

施策に関係する
主な分野別計画等

京都市中央卸売市場第一市場施設整備基本構想，
京都市中央卸売市場第二市場「京(みやこ)ミートマーケット」マスタープラン

担当局・部室

上位政策 8　産業・商業

産業観光局・中央卸売市場第一市場，第二市場，計量検査所

施策の評価

施策番号 0807

施策名 市民に安心していただける流通体制の強化

　市民に安全で安心な生鮮食料品を供給するため，中央卸売市場の施設機能の維
持・充実や京都の食文化の継承等に取り組むとともに，商取引等で行われる計量に
ついて，検査や指導等に努める。

‐

‐

b

‐

63,099

31,522

39,893

98.25

2

3

4

a

a

取扱数量（青果）（ｔ）

取扱数量（水産物）（ｔ）

取扱金額（青果）（百万円）

取扱金額（水産物）（百万円）

b

取扱頭数(牛・豚）（頭）

立入検査戸数（戸）

26年度回答

客観指標総合評価

1

268,089

a

どちらかと言

うとそう思う

24年度

45,098

取扱金額（牛・豚）（億円） a

‐

‐

183

b

480
231

48.1%



３　総合評価（客観指標総合評価＋市民生活実感調査総合評価）

ａ ｂ

24
年
度

＜この施策を構成する事務事業＞

1 12,445 11,628

2 2,139,831 2,381,000

3 769,409 868,000

4 － 9,794

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

＊予算額には人件費及び施設管理に係る経費を含みます。

＜今後の方向性＞

担当局
26年度事務事業評価結果
における目標達成度評価

産業観光局

産業観光局

産業観光局

産業観光局

かなり良い

良い

良い

－

●中央卸売市場第一市場については，「京都市中央卸売市場第一市場施設整備基本計画（仮称）」の策定を行
い，取扱数量の拡大を目指す。
●中央卸売市場第二市場については，施設改築に係る基本設計を行うなど，市場の活性化や市場機能の強化に
取り組む。
●正しい計量の確保等に向けては，平成25年度に創設した計量モニター制度を充実させ，立入検査に代わる仕
組みづくりを実施していく。

A

A

□　市民の実感☑　客観指標

事業費の状況（千円）

25年度
決算額

26年度
予算額

計量指導啓発

中央卸売市場第一市場運営

重み付け

事業名

A

（重み付けの理由）
　流通体制の現状については，中央卸売市場の取扱数量をはじめとする指標により客観的に捉
えることが重要であり，客観指標評価を重視して評価することが妥当であると考えるため

（原因分析）
【客観指標】●取扱数量及び金額（青果・水産物）については，ａ評価又はｂ→a評価と安定してい
る。物流機能の強化や市場のブランド化等に取り組んだことによる。
●取扱頭数及び金額（牛・豚）については，卸売会社等の集荷増頭対策により，目標値を大幅に
上回り3年連続ａ評価と高い評価で安定している。
●立入検査戸数については，平成25年度に創設した計量モニター制度に重点を移したが，初年
度で制度の周知が行き届かず，計量モニターへの応募者数が予定数に達しなかったもののc→ｂ
評価と改善した。
【市民の実感】肯定的な回答が約６割を占め昨年度に引き続きｂ評価となり，食の安全・安心に対
する関心が高まる中で，卸売市場に対する市民の認知度・期待度が高くなっていることがうかが
われる。

施策の目的が十分に達成されている

25
年
度

今後の方向性の検討

中央卸売市場第二市場運営

「日本酒条例サミットｉｎ京都（仮称）」の開催



１　指標の説明

２　指標の意味 ３　算出方法・出典等

４　数値

達成度

数値 99.9%

数値 目標年次 達成度

数値 320,000 37年度 82.8%

５　評価基準 ６ 基準説明 ７ 評価結果

24 25 26

b b a

１　指標の説明

２　指標の意味 ３　算出方法・出典等

４　数値

達成度

数値 99.8%

数値 目標年次 達成度

数値 60,000 31年度 73.2%

５　評価基準 ６ 基準説明 ７ 評価結果

24 25 26

b b a

担当課 中央卸売市場第一市場 連絡先 ３１１－６２５１

施策名 0807 市民に安心していただける流通体制の強化

指標名 取扱数量（青果）（ｔ）

数値 根拠

京都市中央卸売市場第一市場施設整備基
本構想目標値

備考

第一市場青果部の１年間の取扱数量

京都の産業・商業を支える流通体制の強化に向
けて，第一市場の骨格を成す青果部の取引状況
ないしは市場の経営状況を示す指標

出典：事業担当課調べ

前回数値 最新数値
推移

目標値

24年度 25年度

268,089 264,846 3,243ｔ減 265,000

平成25年度に策定した「京都
市中央卸売市場第一市場施設
整備基本構想」に基づき，目
標値を変更した。

根拠

京都市中央卸売市場第一市場施設整備基
本構想目標値

最新数値の目標値に対する達成度が
a：90%以上
b：70%以上～90%未満
c：50%以上～70%未満
d：30%以上～50%未満
e：30%未満

人口減少や市場外流通の増加，食生活
の変化等といった社会的背景のもと，
取扱数量を増加させることは相当な困
難を伴うため，90％以上をａとし，以
下20％刻みで評価基準を設定した。

全国順位
中長期目標

指標名 取扱数量（水産物）（ｔ）

担当課 中央卸売市場第一市場 連絡先 ３１１－６２５１

数値 根拠

京都市中央卸売市場第一市場施設整備基
本構想目標値

備考

第一市場水産部の１年間の取扱数量

京都の産業・商業を支える流通体制の強化に向
けて，第一市場の骨格を成す水産物の取引状況
ないしは市場の経営状況を示す指標

出典：事業担当課調べ

前回数値 最新数値
推移

目標値

24年度 25年度

45,098 43,910 1,188ｔ減 44,000

平成25年度に策定した「京都
市中央卸売市場第一市場施設
整備基本構想」に基づき，目
標値を変更した。

根拠

京都市中央卸売市場第一市場施設整備基
本構想目標値

最新数値の目標値に対する達成度が
a：90%以上
b：70%以上～90%未満
c：50%以上～70%未満
d：30%以上～50%未満
e：30%未満

人口減少や市場外流通の増加，食生活
の変化等といった社会的背景のもと，
取扱数量を増加させることは相当な困
難を伴うため，90％以上をａとし，以
下20％刻みで評価基準を設定した。

全国順位
中長期目標



１　指標の説明

２　指標の意味 ３　算出方法・出典等

４　数値

達成度

数値 100.0%

数値 目標年次 達成度

数値 75,000 37年度 87.5%

５　評価基準 ６ 基準説明 ７ 評価結果

24 25 26

‐ ‐ a

１　指標の説明

２　指標の意味 ３　算出方法・出典等

４　数値

達成度

数値 100.1%

数値 目標年次 達成度

数値 50,000 31年度 79.7%

５　評価基準 ６ 基準説明 ７ 評価結果

24 25 26

‐ ‐ a

担当課 中央卸売市場第一市場 連絡先 ３１１－６２５１

施策名 0807 市民に安心していただける流通体制の強化

指標名 取扱金額（青果）（百万円）

第一市場青果部の１年間の取扱金額

京都の産業・商業を支える流通体制の強化に向
けて，第一市場の骨格を成す青果部の取引状況
ないしは市場の経営状況を示す指標

出典：事業担当課調べ

前回数値 最新数値
推移

目標値

24年度 25年度 数値 根拠

63,099 65,630 2,531百万円増 65,600
京都市中央卸売市場第一市場施設整備基
本構想目標値

全国順位
中長期目標

備考

平成25年度に策定した「京都
市中央卸売市場第一市場施設
整備基本構想」に掲げる指標
を追加した。

根拠

京都市中央卸売市場第一市場施設整備基
本構想目標値

最新数値の目標値に対する達成度が
a：90%以上
b：70%以上～90%未満
c：50%以上～70%未満
d：30%以上～50%未満
e：30%未満

人口減少や市場外流通の増加，食生活
の変化等といった社会的背景のもと，
取扱数量を増加させることは相当な困
難を伴うため，90％以上をａとし，以
下20％刻みで評価基準を設定した。

指標名 取扱金額（水産物）（百万円）

担当課 中央卸売市場第一市場 連絡先 ３１１－６２５１

第一市場水産部の１年間の取扱金額

京都の産業・商業を支える流通体制の強化に向
けて，第一市場の骨格を成す水産物の取引状況
ないしは市場の経営状況を示す指標

出典：事業担当課調べ

前回数値 最新数値
推移

目標値

24年度 25年度

39,893 39,845 48百万円減 39,800
京都市中央卸売市場第一市場施設整備基
本構想目標値

備考

平成25年度に策定した「京都
市中央卸売市場第一市場施設
整備基本構想」に掲げる指標
を追加した。

根拠

京都市中央卸売市場第一市場施設整備基
本構想目標値

数値 根拠

最新数値の目標値に対する達成度が
a：90%以上
b：70%以上～90%未満
c：50%以上～70%未満
d：30%以上～50%未満
e：30%未満

人口減少や市場外流通の増加，食生活
の変化等といった社会的背景のもと，
取扱数量を増加させることは相当な困
難を伴うため，90％以上をａとし，以
下20％刻みで評価基準を設定した。

全国順位
中長期目標



１　指標の説明

２　指標の意味 ３　算出方法・出典等

４　数値

達成度

数値 121.3%

数値 目標年次 達成度

数値 36,000 32年度 90.8%

５　評価基準 ６ 基準説明 ７ 評価結果

24 25 26

a a a

１　指標の説明

２　指標の意味 ３　算出方法・出典等

４　数値

達成度

数値 142.6%

数値 目標年次 達成度

数値 113.87 32年度 99.9%

５　評価基準 ６ 基準説明 ７ 評価結果

24 25 26

a a a

担当課 中央卸売市場第二市場 連絡先 ６８１－５７９１

施策名 0807 市民に安心していただける流通体制の強化

指標名 取扱頭数(牛・豚）（頭）

第二市場における1年間の取扱頭数

京都の産業・商業を支える流通体制の強化に向
けて，第二市場の骨格を成す取扱頭数ないしは
市場の経営状況を示す指標

算出方法：第二市場における1年間の取扱頭数
出典：京都市中央卸売市場第二市場「京（みやこ）ミー
トマーケット」マスタープラン

前回数値 最新数値
推移

目標値

24年度 25年度 数値 根拠

31,522 32,682 1,160頭増 26,950
京（みやこ）ミートマーケットマスター
プラン

全国順位
中長期目標

備考
根拠

京（みやこ）ミートマーケットマスタープラ

ンにおける増頭戦略による年次計画に基づく
（プラン最終年の目標値）

最新数値の目標値に対する達成度が
a：90%以上
b：80%以上～90%未満
c：70%以上～80%未満
d：60%以上～70%未満
e：60%未満

当該指標については，卸売会社の経営
努力によるところが大きいことから，
90％以上をａ，以下10%刻みで基準を設
定した。

指標名 取扱金額（牛・豚）（億円）

担当課 中央卸売市場第二市場 連絡先 ６８１－５７９１

第二市場における1年間の取扱金額

京都の産業・商業を支える流通体制の強化に向
けて，第二市場の経営状況を示す指標

算出方法：第二市場における1年間の取扱金額
出典：京都市中央卸売市場第二市場「京（みやこ）ミー
トマーケット」マスタープラン

前回数値 最新数値
推移

目標値

24年度 25年度

98.25 113.73 15.48億円増 79.77
京（みやこ）ミートマーケットマスター
プラン

備考
根拠

京（みやこ）ミートマーケットマスタープランに
おける増頭戦略による年次計画に基づく（プラン
最終年の目標値）

数値 根拠

最新数値の目標値に対する達成度が
a：90%以上
b：80%以上～90%未満
c：70%以上～80%未満
d：60%以上～70%未満
e：60%未満

当該指標については，卸売会社の経営
努力によるところが大きいことから，
90％以上をａ，以下10%刻みで基準を設
定した。

全国順位
中長期目標



１　指標の説明

２　指標の意味 ３　算出方法・出典等

４　数値

達成度

数値 96.2%

数値 目標年次 達成度

数値 5,760 32年度 80.2%

５　評価基準 ６ 基準説明 ７ 評価結果

24 25 26

a c b

担当課 計量検査所 連絡先 ８６１－１７３１

施策名 0807 市民に安心していただける流通体制の強化

指標名 立入検査戸数（戸）

計量法の規定により正確に計量することが義務付けられている商品（特定商品の販売に係る計量に関する政令の
別表第１に掲げられた29種類）について，その量目を検査した種類ごとの延べ戸数

市民生活の安心と安定を図るための検査指導充
実に向けた取組状況を示す指標

出典：事業担当課調べ

前回数値 最新数値
推移

目標値

24年度 25年度 数値 根拠

183 4,619 4,436戸増 4,800
計量モニター制度創設時（平成25年度）の調
査目標戸数（120戸×40人）

全国順位
中長期目標

備考

平成25年度に計量モニター制
度（通年）を創設し，量目調
査の大部分をこの制度に移し
たため，目標値を変更した。

根拠

市内48区域全域での調査戸数（120戸×
48人)

最新数値の目標値に対する達成度が
ａ：100％以上
ｂ：80％以上～100％未満
ｃ：60％以上～80％未満
ｄ：40％以上～60％未満
ｅ：40％未満

当該指標については，目標達成をａ，
以下20％刻みで基準を設定した。


